
告
示

日

/
選

挙

期
日

前

１
　

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

区
画

数
の

指
示

　
県

 
委

 
員

 
会

運
規

1
1
の

3
１

　
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
設

置
場

所
の

告
示

及
び

県
委

員
会

へ
の

報
告

（
予

め
）

市
町

委
員

会
ﾎ
ﾟ
ｽ
ﾀ
ｰ
条

例
1

２
　

立
候

補
予

定
者

等
に

対
す

る
説

明
会

の
開

催
〃

２
　

不
在

者
投

票
(
郵

便
等

に
よ

る
不

在
者

投
票

及
び

特
例

郵
便

等
投

票
を

含
む

。
)

〃
法

4
9
 
令

5
0
,
5
9
の

4
,

３
　

選
挙

人
名

簿
の

選
挙

時
登

録
の

基
準

日
の

告
示

〃
法

2
2
 
令

1
4

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
請

求
受

付
委

　
員

　
長

5
9
の

5
の

4
 
特

例
法

3
４

　
個

人
演

説
会

会
場

の
指

定
の

告
示

〃
法

1
6
1

特
例

令
1

３
　

個
人

演
説

会
の

施
設

の
整

備
の

程
度

そ
の

他
使

用
に

関
す

る
定

め
の

公
表

及
び

施
設

管
理

者
法

1
6
1

候
補

者
が

納
付

す
べ

き
費

用
の

額
の

公
表

（
市

町
委

員
会

の
承

認
）

令
1
1
9
,
1
2
1

11
木

８
１

　
香

川
県

議
会

議
員

補
欠

選
挙

を
行

う
べ

き
事

由
が

生
じ

た
旨

の
告

示
県

 
委

 
員

 
会

法
1
1
3

告
示

１
　

不
在

者
投

票
(
郵

便
等

に
よ

る
不

在
者

投
票

及
び

特
例

郵
便

等
投

票
を

含
む

。
)

市
町

委
員

会
法

4
9
 
令

5
3
,
5
9
の

4
,

日
前

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
郵

便
等

に
よ

る
発

送
開

始
委

　
員

　
長

5
9
の

5
の

4
 
特

例
法

3
２

特
例

令
1

１
　

選
挙

時
登

録
日

現
在

選
挙

人
名

簿
登

録
者

数
の

報
告

受
領

県
 
委

 
員

 
会

法
2
2
 
令

2
2
 
通

知
１

　
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
設

置
完

了
期

限
市

町
委

員
会

ﾎ
ﾟ
ｽ
ﾀ
ｰ
条

例
1
 
法

1
4
4
の

2
２

　
立

候
補

届
出

受
付

準
備

選
　

挙
　

長
運

規
1
1
の

3
県

 
委

 
員

 
会

２
　

選
挙

時
登

録
日

現
在

選
挙

人
名

簿
登

録
者

数
を

県
委

員
会

に
報

告
〃

令
2
2

選
挙

１
　

選
挙

期
日

の
告

示
県

 
委

 
員

 
会

法
3
3

１
　

期
日

前
投

票
所

の
告

示
及

び
告

示
し

た
旨

の
投

票
管

理
者

へ
の

通
知

市
町

委
員

会
法

3
9
,
4
1
,
4
8
の

2
 
事

規
1
7

期
日

２
　

香
川

県
議

会
議

員
補

欠
選

挙
を

香
川

県
知

事
選

挙
と

同
時

に
行

う
旨

の
告

示
〃

法
1
1
9

２
　

期
日

前
投

票
所

の
投

票
立

会
人

を
選

任
し

た
場

合
の

本
人

及
び

投
票

管
理

者
へ

〃
法

3
8
,
4
8
の

2
 
令

2
7
 

前
３

　
香

川
県

知
事

選
挙

及
び

香
川

県
議

会
議

員
補

欠
選

挙
に

お
け

る
投

票
及

び
開

〃
法

1
2
2

の
通

知
期

限
4
9
の

7
 
事

規
1
4

票
の

順
序

の
告

示
３

　
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
（

予
め

同
意

）
〃

法
3
7
,
令

2
4
,
2
5
,

４
　

選
挙

長
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

告
示

（
予

め
同

意
）

〃
法

7
5
 
令

8
0
,
8
1

（
知

事
選

挙
と

通
じ

て
行

う
）

4
9
の

7
 
事

規
1
2

５
　

投
票

用
紙

の
様

式
の

告
示

〃
法

4
5
 
規

則
5

４
　

開
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

告
示

（
予

め
同

意
）

〃
法

6
1
 
令

6
7
,
6
8
 
事

規
2
4

６
　

投
票

用
紙

、
投

票
用

封
筒

、
郵

便
等

に
よ

る
不

在
者

投
票

用
封

筒
、

特
定

国
〃

規
則

5
,
8
,
1
0
,
1
0
の

5
,

（
知

事
選

挙
と

通
じ

て
行

う
）

９
外

派
遣

隊
員

の
不

在
者

投
票

に
お

け
る

投
票

用
封

筒
及

び
仮

投
票

用
封

筒
に

押
1
0
の

5
の

4
５

　
投

票
所

（
共

通
投

票
所

）
及

び
期

日
前

投
票

所
の

開
閉

時
刻

を
繰

り
上

げ
、

又
〃

法
4
0
,
4
1
の

2
,
4
8
の

2
 

す
べ

き
印

の
告

示
は

繰
り

下
げ

る
旨

の
告

示
及

び
投

票
管

理
者

へ
の

通
知

(
予

め
)
(
県

委
員

会
に

届
事

規
1
6

７
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
の

く
じ

を
行

う
べ

き
場

所
及

び
日

時
の

告
示

選
　

挙
　

長
法

7
6
,
6
2
 
事

規
3
0
,
2
5

出
(
投

票
所

及
び

共
通

投
票

所
の

み
)
)

（
予

め
）

６
　

開
票

立
会

人
の

く
じ

を
行

う
べ

き
場

所
及

び
日

時
の

告
示

（
予

め
）

〃
法

6
2
 
事

規
2
5

８
　

選
挙

会
の

場
所

及
び

日
時

の
告

示
（

予
め

）
県

 
委

 
員

 
会

法
7
7
,
7
8

７
　

氏
名

等
掲

示
の

掲
載

順
序

の
く

じ
を

行
う

べ
き

場
所

及
び

日
時

の
告

示
〃

法
1
7
5
 
運

規
4
6

９
　

開
票

の
事

務
を

選
挙

会
の

事
務

に
併

せ
て

行
う

選
挙

区
の

告
示

〃
法

7
9

1
0
　

選
挙

長
の

事
務

を
取

り
扱

う
場

所
の

告
示

〃
８

　
個

人
演

説
会

の
施

設
の

使
用

予
定

表
の

受
理

（
最

新
の

も
の

を
常

に
確

認
の

こ
〃

令
1
1
8

1
1
　

香
川

県
選

挙
管

理
委

員
会

の
事

務
を

取
り

扱
う

場
所

の
告

示
〃

と
。

）
1
2
　

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
に

ポ
ス

タ
ー

の
掲

示
を

開
始

す
る

こ
と

が
で

き
る

期
日

の
〃

法
1
4
4
の

2
９

　
個

人
演

説
会

（
公

営
施

設
使

用
）

開
催

申
出

受
付

開
始

（
開

催
不

能
の

場
合

通
〃

法
1
6
3
 
令

1
1
2
,
1
1
3
,
1
1
4

告
示

知
）

運
規

3
1

1
3
　

選
挙

公
報

掲
載

申
請

等
の

受
付

場
所

の
告

示
〃

公
報

条
例

3
1
0
　

個
人

演
説

会
の

施
設

の
管

理
者

に
対

す
る

開
催

申
出

が
あ

っ
た

旨
の

通
知

（
そ

〃
令

1
1
5
,
1
2
4

1
4
　

選
挙

公
報

掲
載

順
序

の
く

じ
を

行
う

べ
き

場
所

及
び

日
時

の
告

示
（

予
め

）
〃

公
報

条
例

4
 
運

規
4
1

の
都

度
）

1
5
　

選
挙

運
動

に
関

す
る

支
出

金
額

の
制

限
額

の
告

示
〃

法
1
9
4
,
1
9
6
 
令

1
2
7

1
1
　

個
人

演
説

会
の

開
催

の
可

否
に

関
す

る
管

理
者

の
通

知
（

そ
の

都
度

）
施

設
管

理
者

令
1
1
6
,
1
1
7
,
1
2
0

1
6
　

実
費

弁
償

及
び

報
酬

の
額

を
定

め
る

告
示

〃
法

1
9
7
の

2
 
令

1
2
9

1
2
　

投
票

所
入

場
券

の
交

付
（

告
示

日
以

後
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

）
市

町
委

員
会

令
3
1

1
7
　

政
治

団
体

確
認

申
請

等
の

受
付

場
所

の
告

示
〃

1
3
　

選
挙

事
務

所
設

置
（

異
動

）
届

出
受

付
開

始
〃

法
1
3
0
,
1
3
1
 
令

1
0
8

1
8
　

立
候

補
届

出
受

付
開

始
 

選
　

挙
　

長
法

8
6
の

4
 
令

8
9

運
規

2
の

2
1
9
　

立
候

補
届

出
期

限
〃

法
8
6
の

4
1
4
　

開
票

立
会

人
届

出
受

付
開

始
〃

法
6
2
 
令

6
9
 

2
0
　

候
補

者
交

付
物

及
び

証
明

書
類

の
交

付
〃

法
1
3
章

1
5
　

投
票

記
載

所
の

氏
名

等
掲

示
の

掲
載

順
序

の
く

じ
執

行
〃

法
1
7
5

県
 
委

 
員

 
会

1
6
　

期
日

前
投

票
所

及
び

市
町

委
員

会
委

員
長

が
管

理
す

る
不

在
者

投
票

記
載

場
所

〃
法

1
7
5

2
1
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
届

出
受

付
開

始
選

　
挙

　
長

法
7
6
,
6
2
 
令

8
2
,
6
9

に
掲

示
す

る
候

補
者

の
氏

名
等

の
掲

示
様

式
の

受
領

事
規

3
0
,
2
5

1
7
　

立
候

補
(
異

動
)
、

届
出

却
下

、
同

辞
退

（
法

9
1
Ⅱ

、
法

1
0
3
Ⅳ

該
当

を
含

む
。

)
〃

令
9
2
 
事

規
3
3

2
2
　

選
挙

事
務

所
設

置
（

異
動

）
届

出
受

付
開

始
県

 
委

 
員

 
会

法
1
3
0
,
1
3
1
 
令

1
0
8

又
は

死
亡

の
通

知
を

受
け

た
場

合
の

投
票

管
理

者
及

び
開

票
管

理
者

へ
の

通
知

運
規

2
の

2
1
8
　

候
補

者
が

死
亡

し
た

こ
と

を
知

っ
た

場
合

は
直

ち
に

選
挙

長
に

通
知

住
　

所
　

地
令

9
2

2
3
　

出
納

責
任

者
選

任
（

異
動

・
職

務
代

行
）

届
出

受
付

開
始

〃
法

1
8
0
,
1
8
2
,
1
8
3

市
区

町
村

長
運

規
5
0
の

7
1
9
　

候
補

者
に

つ
き

法
第

1
1
条

第
3
項

の
通

知
を

受
け

た
場

合
は

直
ち

に
選

挙
長

に
住

所
地

市
区

令
9
2

2
4
　

報
酬

を
支

給
す

る
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
す

る
者

の
届

出
受

付
開

始
〃

法
1
9
7
の

2
 
令

1
2
9

通
知

町
村

委
員

会
2
5
　

選
挙

公
報

掲
載

文
申

請
受

付
開

始
〃

公
報

条
例

3
,
運

規
1
0
章

2
0
　

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
に

ポ
ス

タ
ー

掲
示

開
始

候
　

補
　

者
ﾎ
ﾟ
ｽ
ﾀ
ｰ
条

例
1
,
法

1
4
4
の

2
2
6
　

選
挙

公
報

掲
載

文
申

請
期

限
〃

公
報

条
例

3
2
1
　

選
挙

人
名

簿
又

は
抄

本
の

閲
覧

の
中

止
市

町
委

員
会

法
2
8
の

2
,
2
8
の

3
2
7
　

選
挙

公
報

掲
載

文
の

掲
載

順
序

の
く

じ
執

行
〃

公
報

条
例

4
 
運

規
4
1

2
2
　

選
挙

に
対

す
る

関
心

を
高

め
る

運
動

展
開

推
進

協
議

会
法

6
2
8
　

選
挙

公
営

（
経

費
）

関
係

届
出

受
付

及
び

確
認

書
交

付
開

始
〃

公
営

条
例

3
,
4
,
7
,
8

運
規

1
1
章

の
2

８

執
行

日
程

表
香

川
県

議
会

議
員

補
欠

選
挙

令
和

４
年

８
月

2
8
日

執
行

市
 
 
町

 
 
委

 
 
員

 
 
会

 
 
等

 
 
の

 
 
行

 
 
う

 
 
事

 
 
務

執
 
行

 
者

関
　

係
　

法
　

令
日

香
川

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

執
 
行

 
者

関
　

係
　

法
　

令
曜

県
 
委

 
員

 
会

 
・

 
選

 
挙

 
長

 
等

 
の

 
行

 
う

 
事

 
務

金
1917

告 示 日

水 木
１

18

月

適 当 な 日



告
示

日

/
選

挙

期
日

前

市
 
 
町

 
 
委

 
 
員

 
 
会

 
 
等

 
 
の

 
 
行

 
 
う

 
 
事

 
 
務

執
 
行

 
者

関
　

係
　

法
　

令
日

執
 
行

 
者

関
　

係
　

法
　

令
曜

県
 
委

 
員

 
会

 
・

 
選

 
挙

 
長

 
等

 
の

 
行

 
う

 
事

 
務

月

2
9
　

政
治

団
体

確
認

申
請

書
受

付
開

始
（

確
認

書
の

交
付

）
県

 
委

 
員

 
会

法
2
0
1
の

8
 
令

1
2
9
の

4
運

規
1
3
章

９
3
0
　

政
談

演
説

会
開

催
届

出
受

付
開

始
（

証
紙

交
付

）
〃

法
2
0
1
の

8
,
2
0
1
の

1
1

令
1
2
9
の

5
3
1
　

政
治

活
動

用
ポ

ス
タ

ー
証

紙
交

付
開

始
〃

法
2
0
1
の

1
1

運
規

5
7
の

2
～

5
7
の

4
3
2
　

政
治

活
動

用
ビ

ラ
の

届
出

受
付

開
始

〃
法

2
0
1
の

8
運

規
5
3
の

5
3
3
　

機
関

紙
（

誌
）

の
届

出
受

付
開

始
〃

法
2
0
1
の

1
5
 
運

規
5
8

3
4
　

候
補

者
が

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
区

画
番

号
（

届
出

順
）

を
〃

法
1
4
4
の

2
候

補
者

及
び

市
町

委
員

会
に

通
知

運
規

1
1
の

5
3
5
　

期
日

前
投

票
所

及
び

不
在

者
投

票
管

理
者

の
う

ち
当

該
市

町
委

員
会

委
員

長
〃

の
管

理
す

る
投

票
を

記
載

す
る

場
所

に
お

け
る

候
補

者
の

氏
名

等
掲

示
様

式
を

市
町

委
員

会
へ

送
信

3
6
　

立
候

補
（

異
動

）
、

届
出

却
下

、
同

辞
退

（
法

9
1
Ⅱ

、
法

1
0
3
Ⅳ

該
当

を
含

選
　

挙
　

長
法

8
6
の

4
 
令

9
2
 
事

規
3
3

む
。

）
、

死
亡

の
告

示
及

び
県

委
員

会
へ

の
報

告
並

び
に

市
町

委
員

会
、

候
補

者
の

住
所

地
の

市
区

町
村

長
及

び
市

区
町

村
委

員
会

へ
の

通
知

3
7
　

選
挙

に
対

す
る

関
心

を
高

め
る

運
動

展
開

推
進

協
議

会
法

6
県

 
委

 
員

 
会

１
　

選
挙

公
報

及
び

氏
名

等
掲

示
用

紙
印

刷
開

始
・

終
了

、
市

町
委

員
会

へ
送

付
県

 
委

 
員

 
会

１
　

期
日

前
投

票
所

及
び

不
在

者
投

票
管

理
者

の
う

ち
当

該
市

町
委

員
会

委
員

長
の

市
町

委
員

会
法

1
7
5

２
　

候
補

者
の

被
選

挙
権

等
に

つ
い

て
候

補
者

の
住

所
地

の
市

区
町

村
長

及
び

市
選

　
挙

　
長

事
規

3
2

　
管

理
す

る
投

票
を

記
載

す
る

場
所

に
候

補
者

の
氏

名
等

の
掲

示
開

始
区

町
村

委
員

会
並

び
に

本
籍

地
の

市
区

町
村

長
に

調
査

依
頼

２
　

期
日

前
投

票
所

の
投

票
管

理
者

へ
の

選
挙

人
名

簿
の

抄
本

の
送

付
期

限
（

期
日

〃
令

2
8
,
4
9
の

7
前

投
票

所
を

設
け

る
期

間
の

初
日

に
お

い
て

当
該

期
日

前
投

票
所

を
開

く
時

刻
ま

で
に

）
３

　
不

在
者

投
票

(
郵

便
等

に
よ

る
不

在
者

投
票

及
び

特
例

郵
便

等
投

票
を

除
く

。
)

市
町

委
員

会
法

4
9
 
令

5
0
～

5
4
,

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

等
の

交
付

開
始

(
郵

便
等

に
よ

る
発

送
を

除
く

。
)

委
　

員
　

長
5
9
の

5
の

4
規

則
8
の

2
～

1
0
,
1
0
の

4
,

1
0
の

5
,
1
0
の

5
の

3
,

1
0
の

5
の

4
 
事

規
2
1

４
　

期
日

前
投

票
所

の
投

票
立

会
人

が
２

人
に

達
し

な
い

と
き

、
又

は
達

し
な

く
な

投
票

管
理

者
法

3
8
,
4
8
の

2
 
事

規
1
4

っ
た

と
き

の
選

任
及

び
通

知
５

　
期

日
前

投
票

所
の

投
票

箱
に

何
も

入
っ

て
い

な
い

こ
と

の
確

認
（

新
た

な
投

票
〃

令
3
4
,
4
9
の

7
箱

を
使

用
す

る
場

合
は

そ
の

都
度

）
６

　
期

日
前

投
票

・
不

在
者

投
票

開
始

〃
法

4
8
の

2
,
4
9

選
　

挙
　

人
令

5
5
～

5
8
,
5
9
の

5
,

5
9
の

5
の

4
,
5
9
の

6
７

　
期

日
前

投
票

に
お

け
る

投
票

録
の

作
成

（
各

日
）

投
票

管
理

者
令

4
9
の

1
0

８
　

投
票

箱
を

閉
鎖

す
る

場
合

の
措

置
（

か
ぎ

の
封

印
）

〃
令

4
9
の

7
,
4
3

９
　

選
挙

公
報

及
び

氏
名

等
掲

示
用

紙
の

受
領

市
町

委
員

会
1
0
　

選
挙

公
報

を
各

世
帯

に
配

布
開

始
（

選
挙

の
期

日
前

日
ま

で
に

完
了

）
〃

公
報

条
例

5
 
運

規
4
4

１
　

個
人

演
説

会
（

公
営

施
設

使
用

）
開

始
候

　
補

　
者

法
1
6
1
,
1
6
3
～

1
6
4
の

2
市

町
委

員
会

令
1
1
2
～

1
2
5

22
月

６
１

　
投

票
所

（
共

通
投

票
所

）
の

告
示

期
限

市
町

委
員

会
法

3
9
,
4
1
,
4
1
の

2
事

規
1
7

２
　

開
票

の
場

所
及

び
日

時
の

告
示

（
予

め
）

〃
法

6
3
,
6
4
 
事

規
2
6

１
　

郵
便

等
に

よ
る

不
在

者
投

票
及

び
特

例
郵

便
等

投
票

に
お

け
る

投
票

用
紙

及
び

市
町

委
員

会
法

4
9
 
令

5
9
の

4
投

票
用

封
筒

の
請

求
期

限
委

　
員

　
長

特
例

法
3
 
特

例
令

1
１

　
補

充
立

候
補

届
出

期
限

選
　

挙
　

長
法

8
6
の

4
１

　
開

票
立

会
人

届
出

期
限

（
く

じ
を

行
う

こ
と

と
な

っ
た

場
合

は
、

そ
の

旨
通

市
町

委
員

会
法

6
2
 
令

6
9

２
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
届

出
期

限
（

く
じ

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
場

合
は

、
〃

法
7
6
,
6
2
 
令

8
2
,
6
9

知
）

そ
の

旨
通

知
）

２
　

開
票

立
会

人
の

届
出

の
あ

っ
た

者
が

３
人

に
達

し
な

い
と

き
の

選
任

及
び

通
知

〃
法

6
2
 
事

規
2
5

３
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
の

届
出

の
あ

っ
た

者
が

３
人

に
達

し
な

い
と

き
の

選
〃

法
7
6
,
6
2
 
事

規
3
0
,
2
5

３
　

投
・

開
票

事
務

従
事

者
任

命
期

限
、

事
務

の
分

担
取

扱
手

続
の

決
定

及
び

関
係

〃
任

及
び

通
知

法
令

等
の

周
知

　
（

知
事

選
挙

と
通

じ
て

行
う

）

８

３
木

25

水
４

19
金

20 21

土

24

８ ５
23

７
日 火

告 示 日



告
示

日

/
選

挙

期
日

前

市
 
 
町

 
 
委

 
 
員

 
 
会

 
 
等

 
 
の

 
 
行

 
 
う

 
 
事

 
 
務

執
 
行

 
者

関
　

係
　

法
　

令
日

執
 
行

 
者

関
　

係
　

法
　

令
曜

県
 
委

 
員

 
会

 
・

 
選

 
挙

 
長

 
等

 
の

 
行

 
う

 
事

 
務

月

４
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
が

定
ま

っ
た

と
き

の
本

人
へ

の
通

知
選

　
挙

　
長

事
規

3
0

４
　

投
票

立
会

人
を

選
任

し
た

場
合

の
本

人
及

び
投

票
管

理
者

へ
の

通
知

期
限

市
町

委
員

会
法

3
8
 
令

2
7
 
事

規
1
4

（
知

事
選

挙
と

通
じ

て
行

う
）

５
　

選
挙

会
の

事
務

従
事

者
の

選
任

期
限

県
 
委

 
員

 
会

５
　

開
票

立
会

人
が

定
ま

っ
た

場
合

の
本

人
及

び
開

票
管

理
者

へ
の

通
知

〃
法

6
2
 
令

7
0
の

2
 
事

規
2
5

６
　

特
定

国
外

派
遣

隊
員

の
不

在
者

投
票

に
お

け
る

投
票

用
紙

及
び

投
票

用
封

筒
の

市
町

委
員

会
法

4
9
 
令

5
9
の

5
の

4
請

求
期

限
委

　
員

　
長

１
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
の

く
じ

執
行

（
1
0
人

を
超

え
る

と
き

、
同

一
政

党
３

選
　

挙
　

長
法

7
6
 
事

規
3
0

１
　

開
票

立
会

人
の

く
じ

執
行

（
1
0
人

を
超

え
る

と
き

、
同

一
政

党
３

人
以

上
の

と
市

町
委

員
会

法
6
2
 
令

7
0
の

2
 
事

規
2
5

人
以

上
の

と
き

）
、

定
ま

っ
た

場
合

の
本

人
へ

の
通

知
き

）
、

定
ま

っ
た

場
合

の
本

人
及

び
開

票
管

理
者

へ
の

通
知

２
　

補
充

立
候

補
が

あ
っ

た
場

合
に

投
票

記
載

所
の

氏
名

等
掲

示
の

掲
載

順
序

の
く

〃
法

1
7
5

じ
執

行
１

　
選

挙
期

日
現

在
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

等
の

報
告

受
領

県
 
委

 
員

 
会

通
知

１
　

投
票

所
（

共
通

投
票

所
）

の
設

備
そ

の
他

の
準

備
市

町
委

員
会

令
3
2
,
3
3
,
4
8
の

3
 
規

則
6

２
　

選
挙

事
務

所
設

置
状

況
調

査
〃

２
　

選
挙

期
日

現
在

選
挙

人
名

簿
登

録
者

数
等

を
県

委
員

会
に

報
告

〃
通

知
３

　
選

挙
事

務
所

設
置

状
況

調
査

〃
４

　
期

日
前

投
票

所
の

投
票

箱
、

投
票

録
、

選
挙

人
名

簿
の

抄
本

を
選

管
に

送
致

投
票

管
理

者
法

5
5
,
4
8
の

2
５

　
選

挙
公

報
の

配
布

期
限

市
町

委
員

会
法

1
7
0
 
運

規
4
4

公
報

条
例

5

１
　

投
票

所
を

設
け

た
場

所
の

入
口

か
ら

3
0
0
メ

ー
ト

ル
内

の
区

域
に

設
け

ら
れ

県
 
委

 
員

 
会

法
4
1
の

2
,
1
3
2
,
1
3
4

１
　

投
票

所
（

共
通

投
票

所
）

を
設

け
た

場
所

の
入

口
か

ら
3
0
0
メ

ー
ト

ル
内

の
区

市
町

委
員

会
法

4
1
の

2
,
1
3
2
,
1
3
4

た
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
域

に
設

け
ら

れ
た

選
挙

事
務

所
の

閉
鎖

命
令

２
　

投
票

状
況

結
果

速
報

の
受

理
及

び
発

表
〃

通
知

２
　

投
票

所
内

（
共

通
投

票
所

内
）

に
候

補
者

の
氏

名
等

を
掲

示
〃

法
4
1
の

2
,
1
7
5
 
運

規
1
1
章

３
　

投
票

点
検

結
果

速
報

の
受

理
及

び
発

表
〃

通
知

３
　

投
票

立
会

人
が

２
人

に
達

し
な

い
と

き
、

又
は

達
し

な
く

な
っ

た
と

き
の

選
任

投
票

管
理

者
法

3
8
 
事

規
1
4

４
　

候
補

者
の

被
選

挙
権

調
査

完
了

選
　

挙
　

長
事

規
3
2

及
び

通
知

　
（

知
事

選
挙

と
通

じ
て

行
う

）
４

　
選

挙
人

名
簿

又
は

そ
の

抄
本

の
投

票
管

理
者

へ
の

送
付

期
限

（
投

票
所

を
開

く
〃

令
2
8
,
4
8
の

3
時

刻
ま

で
に

）
　

ま
た

、
指

定
投

票
区

を
指

定
し

た
場

合
は

、
当

該
指

定
投

票
区

に
係

る
指

定
関

係
投

票
区

の
区

域
に

係
る

選
挙

人
名

簿
又

は
そ

の
抄

本
の

指
定

投
票

区
の

投
票

管
理

者
へ

の
送

付
期

限
５

　
投

票
箱

に
何

も
入

っ
て

い
な

い
こ

と
の

確
認

　
〃

令
3
4

６
　

投
票

開
始

〃
法

4
0

７
　

不
在

者
投

票
(
郵

便
等

に
よ

る
不

在
者

投
票

及
び

特
例

郵
便

等
投

票
を

含
む

。
)

市
町

委
員

会
令

6
0
,
6
1

、
不

在
者

投
票

証
明

書
及

び
同

調
書

を
投

票
管

理
者

（
投

票
を

し
た

選
挙

人
が

委
　

員
　

長
特

例
令

2
属

す
る

投
票

区
が

指
定

関
係

投
票

区
で

あ
る

と
き

は
、

指
定

投
票

区
の

投
票

管
理

者
）

に
送

致
完

了
８

　
投

票
録

を
作

成
し

、
投

票
箱

そ
の

他
関

係
書

類
と

と
も

に
開

票
管

理
者

に
送

致
投

票
管

理
者

法
5
4
,
5
5

投
票

立
会

人
９

　
投

票
状

況
を

県
委

員
会

に
速

報
市

町
委

員
会

通
知

1
0
　

期
日

前
投

票
所

の
投

票
箱

等
を

開
票

管
理

者
に

送
致

〃
法

4
8
の

2
,
5
5
 
令

4
9
の

1
0

1
1
　

開
票

所
の

設
備

そ
の

他
の

準
備

〃
法

6
3

1
2
　

開
票

立
会

人
が

３
人

に
達

し
な

い
と

き
、

又
は

達
し

な
く

な
っ

た
と

き
の

選
任

開
票

管
理

者
法

6
2
 
事

規
2
5

及
び

通
知

1
3
　

開
票

開
始

〃
法

6
5

1
4
　

投
票

点
検

結
果

を
市

町
委

員
会

に
速

報
〃

1
5
　

投
票

点
検

結
果

を
県

委
員

会
に

速
報

市
町

委
員

会
通

知
1
6
　

開
票

録
を

作
成

し
、

投
票

点
検

結
果

を
市

町
委

員
会

を
経

て
選

挙
長

に
報

告
開

票
管

理
者

法
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6
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0
 
令

7
4
 
事

規
2
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1
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挙
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簿
又
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の
抄

本
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票
録
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開

票
録
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の

他
の
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市
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令
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,
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6
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委

員
会

に
送
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投

票
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検
結
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報

告
検

収
選

　
挙

　
長

法
6
6
 
令
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事

規
2
7
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票
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検

結
果

報
告

開
票

管
理

者
法
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6
 
令

7
4
 
事

規
2
7

１
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選

挙
会

の
準

備
〃

法
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7

１
　

選
挙

会
の

選
挙

立
会

人
が

３
人

に
達
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と
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達
し

な
く

な
っ

た
選

　
挙

　
長

法
7
6
,
6
2
 
事

規
3
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,
2
5

と
き

の
選

任
及

び
通
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選

挙
会

の
開

催
及

び
選

挙
録

の
作

成
〃

法
8
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,
8
3

３
　

選
挙

録
及

び
選

挙
会

に
関

す
る

書
類

を
県

委
員

会
に

送
付

〃
令
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４
　

当
選

人
の

住
所

、
氏

名
等

を
県

委
員

会
に

報
告

〃
法

1
0
1
の

3
５

　
県

選
挙

管
理

委
員

会
の

開
催

県
 
委

 
員

 
会

６
　

当
選

人
に

当
選

の
旨
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告

知
し
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選
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示

〃
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の
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３
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委
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0
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６
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選

挙
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又
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3
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挙
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収
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者
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1
8
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始
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長

令
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